
ご意見・ご要望は03-5972-1621、ＦＡＸ03-5972-1590
2019年４月号外　　日本共産党東京都委員会の見解を紹介します。
発行 /東京民報社（港区芝 1-4-9 平和会館５階）1965 年 11 月 12 日第三種郵便物認可

冷たい制度を変えるために全力

使用承継は
〝親が死んだら子は出て行け〟というのでしょうか

　都営住宅の名義人が亡くなった場合、かつては同居の
子に名義を承継し、住み続けることができました。とこ
ろが、2007年に、原則、配偶者のみに制度が改悪され、
子は高齢（60歳以上）、障害者、病弱者にしか承継が
認められなくなってしまいました。

元に戻して

大都市の多くは改悪せず
　人口が50万人以上で政令で指定する大都市「政令指定都市」は全国に20市あり、市営住宅をた
くさん持っていますが、そのうち、12の大都市（札幌、仙台、千葉、静岡、名古屋、京都、大阪、堺、神戸、
北九州、福岡、熊本の各市）は、制度改悪せず、市営住宅に子が住み続けられるようにしています。
　東京都もこの姿勢を見習うべきです。

７つの自治会の陳情 自民、公明などが反対
　子どもが追い出される現状を何とかしたい、と足立区に
ある都営住宅の 7 つの自治会が 1228 人分の署名を集め
て、都議会に「使用承継を子どもに広げて」と陳情しました。
　ところが、共産党以外の会派がみんな反対して、不採択に
してしまいました。

陳情に対する態度
共産 自民 公明　  都民

ファースト

立憲民主 みらい ネット 維新
賛成 反対 反対 反対

反対 反対 反対 反対

大阪市も 福岡市も京都市も 名古屋市も

子
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住
み
続
け

ら
れ
る
よ
う

都
営
住
宅

18人の日本共産党都議団
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冷たい制度を変えるために全力

使用承継は
〝親が死んだら子は出て行け〟というのでしょうか

　都営住宅の名義人が亡くなった場合、かつては同居の
子に名義を承継し、住み続けることができました。とこ
ろが、2007年に、原則、配偶者のみに制度が改悪され、
子は高齢（60歳以上）、障害者、病弱者にしか承継が
認められなくなってしまいました。

元に戻して

大都市の多くは改悪せず
　人口が50万人以上で政令で指定する大都市「政令指定都市」は全国に20市あり、市営住宅をた
くさん持っていますが、そのうち、12の大都市（札幌、仙台、千葉、静岡、名古屋、京都、大阪、堺、神戸、
北九州、福岡、熊本の各市）は、制度改悪せず、市営住宅に子が住み続けられるようにしています。
　東京都もこの姿勢を見習うべきです。

７つの自治会の陳情 自民、公明などが反対
　子どもが追い出される現状を何とかしたい、と足立区に
ある都営住宅の 7 つの自治会が 1228 人分の署名を集め
て、都議会に「使用承継を子どもに広げて」と陳情しました。
　ところが、共産党以外の会派がみんな反対して、不採択に
してしまいました。

陳情に対する態度
共産 自民 公明　  都民

ファースト

立憲民主 みらい ネット 維新
賛成 反対 反対 反対

反対 反対 反対 反対

大阪市も 福岡市も京都市も 名古屋市も
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大 山とも子
おおやま・ともこ

都議会議員（新宿区選出）
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冷たい制度を変えるために全力

使用承継は
〝親が死んだら子は出て行け〟というのでしょうか

　都営住宅の名義人が亡くなった場合、かつては同居の
子に名義を承継し、住み続けることができました。とこ
ろが、2007年に、原則、配偶者のみに制度が改悪され、
子は高齢（60歳以上）、障害者、病弱者にしか承継が
認められなくなってしまいました。

元に戻して

大都市の多くは改悪せず
　人口が50万人以上で政令で指定する大都市「政令指定都市」は全国に20市あり、市営住宅をた
くさん持っていますが、そのうち、12の大都市（札幌、仙台、千葉、静岡、名古屋、京都、大阪、堺、神戸、
北九州、福岡、熊本の各市）は、制度改悪せず、市営住宅に子が住み続けられるようにしています。
　東京都もこの姿勢を見習うべきです。

７つの自治会の陳情 自民、公明などが反対
　子どもが追い出される現状を何とかしたい、と足立区に
ある都営住宅の 7 つの自治会が 1228 人分の署名を集め
て、都議会に「使用承継を子どもに広げて」と陳情しました。
　ところが、共産党以外の会派がみんな反対して、不採択に
してしまいました。

陳情に対する態度
共産 自民 公明　  都民

ファースト

立憲民主 みらい ネット 維新
賛成 反対 反対 反対

反対 反対 反対 反対

大阪市も 福岡市も京都市も 名古屋市も
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藤田りょうこ
ふじた・りょうこ

都議会議員（大田区選出）
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冷たい制度を変えるために全力

使用承継は
〝親が死んだら子は出て行け〟というのでしょうか

　都営住宅の名義人が亡くなった場合、かつては同居の
子に名義を承継し、住み続けることができました。とこ
ろが、2007年に、原則、配偶者のみに制度が改悪され、
子は高齢（60歳以上）、障害者、病弱者にしか承継が
認められなくなってしまいました。

元に戻して

大都市の多くは改悪せず
　人口が50万人以上で政令で指定する大都市「政令指定都市」は全国に20市あり、市営住宅をた
くさん持っていますが、そのうち、12の大都市（札幌、仙台、千葉、静岡、名古屋、京都、大阪、堺、神戸、
北九州、福岡、熊本の各市）は、制度改悪せず、市営住宅に子が住み続けられるようにしています。
　東京都もこの姿勢を見習うべきです。

７つの自治会の陳情 自民、公明などが反対
　子どもが追い出される現状を何とかしたい、と足立区に
ある都営住宅の 7 つの自治会が 1228 人分の署名を集め
て、都議会に「使用承継を子どもに広げて」と陳情しました。
　ところが、共産党以外の会派がみんな反対して、不採択に
してしまいました。

陳情に対する態度
共産 自民 公明　  都民

ファースト

立憲民主 みらい ネット 維新
賛成 反対 反対 反対

反対 反対 反対 反対

大阪市も 福岡市も京都市も 名古屋市も
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都議会議員（品川区選出）
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冷たい制度を変えるために全力

使用承継は
〝親が死んだら子は出て行け〟というのでしょうか

　都営住宅の名義人が亡くなった場合、かつては同居の
子に名義を承継し、住み続けることができました。とこ
ろが、2007年に、原則、配偶者のみに制度が改悪され、
子は高齢（60歳以上）、障害者、病弱者にしか承継が
認められなくなってしまいました。

元に戻して

大都市の多くは改悪せず
　人口が50万人以上で政令で指定する大都市「政令指定都市」は全国に20市あり、市営住宅をた
くさん持っていますが、そのうち、12の大都市（札幌、仙台、千葉、静岡、名古屋、京都、大阪、堺、神戸、
北九州、福岡、熊本の各市）は、制度改悪せず、市営住宅に子が住み続けられるようにしています。
　東京都もこの姿勢を見習うべきです。

７つの自治会の陳情 自民、公明などが反対
　子どもが追い出される現状を何とかしたい、と足立区に
ある都営住宅の 7 つの自治会が 1228 人分の署名を集め
て、都議会に「使用承継を子どもに広げて」と陳情しました。
　ところが、共産党以外の会派がみんな反対して、不採択に
してしまいました。

陳情に対する態度
共産 自民 公明　  都民

ファースト

立憲民主 みらい ネット 維新
賛成 反対 反対 反対

反対 反対 反対 反対

大阪市も 福岡市も京都市も 名古屋市も

子
が

住
み
続
け

ら
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都
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星見てい子
ほしみ・ていこ

都議会議員（目黒区選出）



ご意見・ご要望は03-5972-1621、ＦＡＸ03-5972-1590
2019年４月号外　　日本共産党東京都委員会の見解を紹介します。
発行 /東京民報社（港区芝 1-4-9 平和会館５階）1965 年 11 月 12 日第三種郵便物認可

冷たい制度を変えるために全力

使用承継は
〝親が死んだら子は出て行け〟というのでしょうか

　都営住宅の名義人が亡くなった場合、かつては同居の
子に名義を承継し、住み続けることができました。とこ
ろが、2007年に、原則、配偶者のみに制度が改悪され、
子は高齢（60歳以上）、障害者、病弱者にしか承継が
認められなくなってしまいました。

元に戻して

大都市の多くは改悪せず
　人口が50万人以上で政令で指定する大都市「政令指定都市」は全国に20市あり、市営住宅をた
くさん持っていますが、そのうち、12の大都市（札幌、仙台、千葉、静岡、名古屋、京都、大阪、堺、神戸、
北九州、福岡、熊本の各市）は、制度改悪せず、市営住宅に子が住み続けられるようにしています。
　東京都もこの姿勢を見習うべきです。

７つの自治会の陳情 自民、公明などが反対
　子どもが追い出される現状を何とかしたい、と足立区に
ある都営住宅の 7 つの自治会が 1228 人分の署名を集め
て、都議会に「使用承継を子どもに広げて」と陳情しました。
　ところが、共産党以外の会派がみんな反対して、不採択に
してしまいました。

陳情に対する態度
共産 自民 公明　  都民

ファースト

立憲民主 みらい ネット 維新
賛成 反対 反対 反対

反対 反対 反対 反対

大阪市も 福岡市も京都市も 名古屋市も
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が
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里 吉  ゆ み
さとよし・ゆみ

都議会議員（世田谷区選出）
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冷たい制度を変えるために全力

使用承継は
〝親が死んだら子は出て行け〟というのでしょうか

　都営住宅の名義人が亡くなった場合、かつては同居の
子に名義を承継し、住み続けることができました。とこ
ろが、2007年に、原則、配偶者のみに制度が改悪され、
子は高齢（60歳以上）、障害者、病弱者にしか承継が
認められなくなってしまいました。

元に戻して

大都市の多くは改悪せず
　人口が50万人以上で政令で指定する大都市「政令指定都市」は全国に20市あり、市営住宅をた
くさん持っていますが、そのうち、12の大都市（札幌、仙台、千葉、静岡、名古屋、京都、大阪、堺、神戸、
北九州、福岡、熊本の各市）は、制度改悪せず、市営住宅に子が住み続けられるようにしています。
　東京都もこの姿勢を見習うべきです。

７つの自治会の陳情 自民、公明などが反対
　子どもが追い出される現状を何とかしたい、と足立区に
ある都営住宅の 7 つの自治会が 1228 人分の署名を集め
て、都議会に「使用承継を子どもに広げて」と陳情しました。
　ところが、共産党以外の会派がみんな反対して、不採択に
してしまいました。

陳情に対する態度
共産 自民 公明　  都民

ファースト

立憲民主 みらい ネット 維新
賛成 反対 反対 反対

反対 反対 反対 反対

大阪市も 福岡市も京都市も 名古屋市も
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が
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原 田 あきら
はらだ・あきら

都議会議員（杉並区選出）
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冷たい制度を変えるために全力

使用承継は
〝親が死んだら子は出て行け〟というのでしょうか

　都営住宅の名義人が亡くなった場合、かつては同居の
子に名義を承継し、住み続けることができました。とこ
ろが、2007年に、原則、配偶者のみに制度が改悪され、
子は高齢（60歳以上）、障害者、病弱者にしか承継が
認められなくなってしまいました。

元に戻して

大都市の多くは改悪せず
　人口が50万人以上で政令で指定する大都市「政令指定都市」は全国に20市あり、市営住宅をた
くさん持っていますが、そのうち、12の大都市（札幌、仙台、千葉、静岡、名古屋、京都、大阪、堺、神戸、
北九州、福岡、熊本の各市）は、制度改悪せず、市営住宅に子が住み続けられるようにしています。
　東京都もこの姿勢を見習うべきです。

７つの自治会の陳情 自民、公明などが反対
　子どもが追い出される現状を何とかしたい、と足立区に
ある都営住宅の 7 つの自治会が 1228 人分の署名を集め
て、都議会に「使用承継を子どもに広げて」と陳情しました。
　ところが、共産党以外の会派がみんな反対して、不採択に
してしまいました。

陳情に対する態度
共産 自民 公明　  都民

ファースト

立憲民主 みらい ネット 維新
賛成 反対 反対 反対

反対 反対 反対 反対

大阪市も 福岡市も京都市も 名古屋市も
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が
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け
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米 倉  春 奈
よねくら・はるな

都議会議員（豊島区選出）
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冷たい制度を変えるために全力

使用承継は
〝親が死んだら子は出て行け〟というのでしょうか

　都営住宅の名義人が亡くなった場合、かつては同居の
子に名義を承継し、住み続けることができました。とこ
ろが、2007年に、原則、配偶者のみに制度が改悪され、
子は高齢（60歳以上）、障害者、病弱者にしか承継が
認められなくなってしまいました。

元に戻して

大都市の多くは改悪せず
　人口が50万人以上で政令で指定する大都市「政令指定都市」は全国に20市あり、市営住宅をた
くさん持っていますが、そのうち、12の大都市（札幌、仙台、千葉、静岡、名古屋、京都、大阪、堺、神戸、
北九州、福岡、熊本の各市）は、制度改悪せず、市営住宅に子が住み続けられるようにしています。
　東京都もこの姿勢を見習うべきです。

７つの自治会の陳情 自民、公明などが反対
　子どもが追い出される現状を何とかしたい、と足立区に
ある都営住宅の 7 つの自治会が 1228 人分の署名を集め
て、都議会に「使用承継を子どもに広げて」と陳情しました。
　ところが、共産党以外の会派がみんな反対して、不採択に
してしまいました。

陳情に対する態度
共産 自民 公明　  都民

ファースト

立憲民主 みらい ネット 維新
賛成 反対 反対 反対

反対 反対 反対 反対

大阪市も 福岡市も京都市も 名古屋市も
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が

住
み
続
け
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とや 英 津 子
とや・えつこ

都議会議員（練馬区選出）
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冷たい制度を変えるために全力

使用承継は
〝親が死んだら子は出て行け〟というのでしょうか

　都営住宅の名義人が亡くなった場合、かつては同居の
子に名義を承継し、住み続けることができました。とこ
ろが、2007年に、原則、配偶者のみに制度が改悪され、
子は高齢（60歳以上）、障害者、病弱者にしか承継が
認められなくなってしまいました。

元に戻して

大都市の多くは改悪せず
　人口が50万人以上で政令で指定する大都市「政令指定都市」は全国に20市あり、市営住宅をた
くさん持っていますが、そのうち、12の大都市（札幌、仙台、千葉、静岡、名古屋、京都、大阪、堺、神戸、
北九州、福岡、熊本の各市）は、制度改悪せず、市営住宅に子が住み続けられるようにしています。
　東京都もこの姿勢を見習うべきです。

７つの自治会の陳情 自民、公明などが反対
　子どもが追い出される現状を何とかしたい、と足立区に
ある都営住宅の 7 つの自治会が 1228 人分の署名を集め
て、都議会に「使用承継を子どもに広げて」と陳情しました。
　ところが、共産党以外の会派がみんな反対して、不採択に
してしまいました。

陳情に対する態度
共産 自民 公明　  都民

ファースト

立憲民主 みらい ネット 維新
賛成 反対 反対 反対

反対 反対 反対 反対

大阪市も 福岡市も京都市も 名古屋市も

子
が

住
み
続
け

ら
れ
る
よ
う

都
営
住
宅

あぜ上三和子
あぜがみ・みわこ

都議会議員（江東区選出）



ご意見・ご要望は03-5972-1621、ＦＡＸ03-5972-1590
2019年４月号外　　日本共産党東京都委員会の見解を紹介します。
発行 /東京民報社（港区芝 1-4-9 平和会館５階）1965 年 11 月 12 日第三種郵便物認可

冷たい制度を変えるために全力

使用承継は
〝親が死んだら子は出て行け〟というのでしょうか

　都営住宅の名義人が亡くなった場合、かつては同居の
子に名義を承継し、住み続けることができました。とこ
ろが、2007年に、原則、配偶者のみに制度が改悪され、
子は高齢（60歳以上）、障害者、病弱者にしか承継が
認められなくなってしまいました。

元に戻して

大都市の多くは改悪せず
　人口が50万人以上で政令で指定する大都市「政令指定都市」は全国に20市あり、市営住宅をた
くさん持っていますが、そのうち、12の大都市（札幌、仙台、千葉、静岡、名古屋、京都、大阪、堺、神戸、
北九州、福岡、熊本の各市）は、制度改悪せず、市営住宅に子が住み続けられるようにしています。
　東京都もこの姿勢を見習うべきです。

７つの自治会の陳情 自民、公明などが反対
　子どもが追い出される現状を何とかしたい、と足立区に
ある都営住宅の 7 つの自治会が 1228 人分の署名を集め
て、都議会に「使用承継を子どもに広げて」と陳情しました。
　ところが、共産党以外の会派がみんな反対して、不採択に
してしまいました。

陳情に対する態度
共産 自民 公明　  都民

ファースト

立憲民主 みらい ネット 維新
賛成 反対 反対 反対

反対 反対 反対 反対

大阪市も 福岡市も京都市も 名古屋市も

子
が

住
み
続
け

ら
れ
る
よ
う

都
営
住
宅

とくとめ道信
とくとめ・みちのぶ

都議会議員（板橋区選出）



ご意見・ご要望は03-5972-1621、ＦＡＸ03-5972-1590
2019年４月号外　　日本共産党東京都委員会の見解を紹介します。
発行 /東京民報社（港区芝 1-4-9 平和会館５階）1965 年 11 月 12 日第三種郵便物認可

冷たい制度を変えるために全力

使用承継は
〝親が死んだら子は出て行け〟というのでしょうか

　都営住宅の名義人が亡くなった場合、かつては同居の
子に名義を承継し、住み続けることができました。とこ
ろが、2007年に、原則、配偶者のみに制度が改悪され、
子は高齢（60歳以上）、障害者、病弱者にしか承継が
認められなくなってしまいました。

元に戻して

大都市の多くは改悪せず
　人口が50万人以上で政令で指定する大都市「政令指定都市」は全国に20市あり、市営住宅をた
くさん持っていますが、そのうち、12の大都市（札幌、仙台、千葉、静岡、名古屋、京都、大阪、堺、神戸、
北九州、福岡、熊本の各市）は、制度改悪せず、市営住宅に子が住み続けられるようにしています。
　東京都もこの姿勢を見習うべきです。

７つの自治会の陳情 自民、公明などが反対
　子どもが追い出される現状を何とかしたい、と足立区に
ある都営住宅の 7 つの自治会が 1228 人分の署名を集め
て、都議会に「使用承継を子どもに広げて」と陳情しました。
　ところが、共産党以外の会派がみんな反対して、不採択に
してしまいました。

陳情に対する態度
共産 自民 公明　  都民

ファースト

立憲民主 みらい ネット 維新
賛成 反対 反対 反対

反対 反対 反対 反対

大阪市も 福岡市も京都市も 名古屋市も

子
が

住
み
続
け

ら
れ
る
よ
う

都
営
住
宅

そね はじめ
都議会議員（北区選出）



ご意見・ご要望は03-5972-1621、ＦＡＸ03-5972-1590
2019年４月号外　　日本共産党東京都委員会の見解を紹介します。
発行 /東京民報社（港区芝 1-4-9 平和会館５階）1965 年 11 月 12 日第三種郵便物認可

冷たい制度を変えるために全力

使用承継は
〝親が死んだら子は出て行け〟というのでしょうか

　都営住宅の名義人が亡くなった場合、かつては同居の
子に名義を承継し、住み続けることができました。とこ
ろが、2007年に、原則、配偶者のみに制度が改悪され、
子は高齢（60歳以上）、障害者、病弱者にしか承継が
認められなくなってしまいました。

元に戻して

大都市の多くは改悪せず
　人口が50万人以上で政令で指定する大都市「政令指定都市」は全国に20市あり、市営住宅をた
くさん持っていますが、そのうち、12の大都市（札幌、仙台、千葉、静岡、名古屋、京都、大阪、堺、神戸、
北九州、福岡、熊本の各市）は、制度改悪せず、市営住宅に子が住み続けられるようにしています。
　東京都もこの姿勢を見習うべきです。

７つの自治会の陳情 自民、公明などが反対
　子どもが追い出される現状を何とかしたい、と足立区に
ある都営住宅の 7 つの自治会が 1228 人分の署名を集め
て、都議会に「使用承継を子どもに広げて」と陳情しました。
　ところが、共産党以外の会派がみんな反対して、不採択に
してしまいました。

陳情に対する態度
共産 自民 公明　  都民

ファースト

立憲民主 みらい ネット 維新
賛成 反対 反対 反対

反対 反対 反対 反対

大阪市も 福岡市も京都市も 名古屋市も

子
が

住
み
続
け

ら
れ
る
よ
う

都
営
住
宅

斉 藤 まりこ
さいとう・まりこ

都議会議員（足立区選出）



ご意見・ご要望は03-5972-1621、ＦＡＸ03-5972-1590
2019年４月号外　　日本共産党東京都委員会の見解を紹介します。
発行 /東京民報社（港区芝 1-4-9 平和会館５階）1965 年 11 月 12 日第三種郵便物認可

冷たい制度を変えるために全力

使用承継は
〝親が死んだら子は出て行け〟というのでしょうか

　都営住宅の名義人が亡くなった場合、かつては同居の
子に名義を承継し、住み続けることができました。とこ
ろが、2007年に、原則、配偶者のみに制度が改悪され、
子は高齢（60歳以上）、障害者、病弱者にしか承継が
認められなくなってしまいました。

元に戻して

大都市の多くは改悪せず
　人口が50万人以上で政令で指定する大都市「政令指定都市」は全国に20市あり、市営住宅をた
くさん持っていますが、そのうち、12の大都市（札幌、仙台、千葉、静岡、名古屋、京都、大阪、堺、神戸、
北九州、福岡、熊本の各市）は、制度改悪せず、市営住宅に子が住み続けられるようにしています。
　東京都もこの姿勢を見習うべきです。

７つの自治会の陳情 自民、公明などが反対
　子どもが追い出される現状を何とかしたい、と足立区に
ある都営住宅の 7 つの自治会が 1228 人分の署名を集め
て、都議会に「使用承継を子どもに広げて」と陳情しました。
　ところが、共産党以外の会派がみんな反対して、不採択に
してしまいました。

陳情に対する態度
共産 自民 公明　  都民

ファースト

立憲民主 みらい ネット 維新
賛成 反対 反対 反対

反対 反対 反対 反対

大阪市も 福岡市も京都市も 名古屋市も

子
が

住
み
続
け

ら
れ
る
よ
う

都
営
住
宅

和 泉なおみ
いずみ・なおみ

都議会議員（葛飾区選出）



ご意見・ご要望は03-5972-1621、ＦＡＸ03-5972-1590
2019年４月号外　　日本共産党東京都委員会の見解を紹介します。
発行 /東京民報社（港区芝 1-4-9 平和会館５階）1965 年 11 月 12 日第三種郵便物認可

冷たい制度を変えるために全力

使用承継は
〝親が死んだら子は出て行け〟というのでしょうか

　都営住宅の名義人が亡くなった場合、かつては同居の
子に名義を承継し、住み続けることができました。とこ
ろが、2007年に、原則、配偶者のみに制度が改悪され、
子は高齢（60歳以上）、障害者、病弱者にしか承継が
認められなくなってしまいました。

元に戻して

大都市の多くは改悪せず
　人口が50万人以上で政令で指定する大都市「政令指定都市」は全国に20市あり、市営住宅をた
くさん持っていますが、そのうち、12の大都市（札幌、仙台、千葉、静岡、名古屋、京都、大阪、堺、神戸、
北九州、福岡、熊本の各市）は、制度改悪せず、市営住宅に子が住み続けられるようにしています。
　東京都もこの姿勢を見習うべきです。

７つの自治会の陳情 自民、公明などが反対
　子どもが追い出される現状を何とかしたい、と足立区に
ある都営住宅の 7 つの自治会が 1228 人分の署名を集め
て、都議会に「使用承継を子どもに広げて」と陳情しました。
　ところが、共産党以外の会派がみんな反対して、不採択に
してしまいました。

陳情に対する態度
共産 自民 公明　  都民

ファースト

立憲民主 みらい ネット 維新
賛成 反対 反対 反対

反対 反対 反対 反対

大阪市も 福岡市も京都市も 名古屋市も

子
が

住
み
続
け

ら
れ
る
よ
う

都
営
住
宅

河 野 ゆりえ
こうの・ゆりえ

都議会議員（江戸川区選出）



ご意見・ご要望は03-5972-1621、ＦＡＸ03-5972-1590
2019年４月号外　　日本共産党東京都委員会の見解を紹介します。
発行 /東京民報社（港区芝 1-4-9 平和会館５階）1965 年 11 月 12 日第三種郵便物認可

冷たい制度を変えるために全力

使用承継は
〝親が死んだら子は出て行け〟というのでしょうか

　都営住宅の名義人が亡くなった場合、かつては同居の
子に名義を承継し、住み続けることができました。とこ
ろが、2007年に、原則、配偶者のみに制度が改悪され、
子は高齢（60歳以上）、障害者、病弱者にしか承継が
認められなくなってしまいました。

元に戻して

大都市の多くは改悪せず
　人口が50万人以上で政令で指定する大都市「政令指定都市」は全国に20市あり、市営住宅をた
くさん持っていますが、そのうち、12の大都市（札幌、仙台、千葉、静岡、名古屋、京都、大阪、堺、神戸、
北九州、福岡、熊本の各市）は、制度改悪せず、市営住宅に子が住み続けられるようにしています。
　東京都もこの姿勢を見習うべきです。

７つの自治会の陳情 自民、公明などが反対
　子どもが追い出される現状を何とかしたい、と足立区に
ある都営住宅の 7 つの自治会が 1228 人分の署名を集め
て、都議会に「使用承継を子どもに広げて」と陳情しました。
　ところが、共産党以外の会派がみんな反対して、不採択に
してしまいました。

陳情に対する態度
共産 自民 公明　  都民

ファースト

立憲民主 みらい ネット 維新
賛成 反対 反対 反対

反対 反対 反対 反対

大阪市も 福岡市も京都市も 名古屋市も

子
が

住
み
続
け

ら
れ
る
よ
う

都
営
住
宅

清水ひで子
しみず・ひでこ

都議会議員（八王子市選出）



ご意見・ご要望は03-5972-1621、ＦＡＸ03-5972-1590
2019年４月号外　　日本共産党東京都委員会の見解を紹介します。
発行 /東京民報社（港区芝 1-4-9 平和会館５階）1965 年 11 月 12 日第三種郵便物認可

冷たい制度を変えるために全力

使用承継は
〝親が死んだら子は出て行け〟というのでしょうか

　都営住宅の名義人が亡くなった場合、かつては同居の
子に名義を承継し、住み続けることができました。とこ
ろが、2007年に、原則、配偶者のみに制度が改悪され、
子は高齢（60歳以上）、障害者、病弱者にしか承継が
認められなくなってしまいました。

元に戻して

大都市の多くは改悪せず
　人口が50万人以上で政令で指定する大都市「政令指定都市」は全国に20市あり、市営住宅をた
くさん持っていますが、そのうち、12の大都市（札幌、仙台、千葉、静岡、名古屋、京都、大阪、堺、神戸、
北九州、福岡、熊本の各市）は、制度改悪せず、市営住宅に子が住み続けられるようにしています。
　東京都もこの姿勢を見習うべきです。

７つの自治会の陳情 自民、公明などが反対
　子どもが追い出される現状を何とかしたい、と足立区に
ある都営住宅の 7 つの自治会が 1228 人分の署名を集め
て、都議会に「使用承継を子どもに広げて」と陳情しました。
　ところが、共産党以外の会派がみんな反対して、不採択に
してしまいました。

陳情に対する態度
共産 自民 公明　  都民

ファースト

立憲民主 みらい ネット 維新
賛成 反対 反対 反対

反対 反対 反対 反対

大阪市も 福岡市も京都市も 名古屋市も

子
が

住
み
続
け

ら
れ
る
よ
う

都
営
住
宅

尾崎あや子
おざき・あやこ

都議会議員（北多摩１区選出）



ご意見・ご要望は03-5972-1621、ＦＡＸ03-5972-1590
2019年４月号外　　日本共産党東京都委員会の見解を紹介します。
発行 /東京民報社（港区芝 1-4-9 平和会館５階）1965 年 11 月 12 日第三種郵便物認可

冷たい制度を変えるために全力

使用承継は
〝親が死んだら子は出て行け〟というのでしょうか

　都営住宅の名義人が亡くなった場合、かつては同居の
子に名義を承継し、住み続けることができました。とこ
ろが、2007年に、原則、配偶者のみに制度が改悪され、
子は高齢（60歳以上）、障害者、病弱者にしか承継が
認められなくなってしまいました。

元に戻して

大都市の多くは改悪せず
　人口が50万人以上で政令で指定する大都市「政令指定都市」は全国に20市あり、市営住宅をた
くさん持っていますが、そのうち、12の大都市（札幌、仙台、千葉、静岡、名古屋、京都、大阪、堺、神戸、
北九州、福岡、熊本の各市）は、制度改悪せず、市営住宅に子が住み続けられるようにしています。
　東京都もこの姿勢を見習うべきです。

７つの自治会の陳情 自民、公明などが反対
　子どもが追い出される現状を何とかしたい、と足立区に
ある都営住宅の 7 つの自治会が 1228 人分の署名を集め
て、都議会に「使用承継を子どもに広げて」と陳情しました。
　ところが、共産党以外の会派がみんな反対して、不採択に
してしまいました。

陳情に対する態度
共産 自民 公明　  都民

ファースト

立憲民主 みらい ネット 維新
賛成 反対 反対 反対

反対 反対 反対 反対

大阪市も 福岡市も京都市も 名古屋市も

子
が

住
み
続
け

ら
れ
る
よ
う

都
営
住
宅

原 　 のり子
はら・のりこ

都議会議員（北多摩４区選出）



ご意見・ご要望は03-5972-1621、ＦＡＸ03-5972-1590
2019年４月号外　　日本共産党東京都委員会の見解を紹介します。
発行 /東京民報社（港区芝 1-4-9 平和会館５階）1965 年 11 月 12 日第三種郵便物認可

冷たい制度を変えるために全力

使用承継は
〝親が死んだら子は出て行け〟というのでしょうか

　都営住宅の名義人が亡くなった場合、かつては同居の
子に名義を承継し、住み続けることができました。とこ
ろが、2007年に、原則、配偶者のみに制度が改悪され、
子は高齢（60歳以上）、障害者、病弱者にしか承継が
認められなくなってしまいました。

元に戻して

大都市の多くは改悪せず
　人口が50万人以上で政令で指定する大都市「政令指定都市」は全国に20市あり、市営住宅をた
くさん持っていますが、そのうち、12の大都市（札幌、仙台、千葉、静岡、名古屋、京都、大阪、堺、神戸、
北九州、福岡、熊本の各市）は、制度改悪せず、市営住宅に子が住み続けられるようにしています。
　東京都もこの姿勢を見習うべきです。

７つの自治会の陳情 自民、公明などが反対
　子どもが追い出される現状を何とかしたい、と足立区に
ある都営住宅の 7 つの自治会が 1228 人分の署名を集め
て、都議会に「使用承継を子どもに広げて」と陳情しました。
　ところが、共産党以外の会派がみんな反対して、不採択に
してしまいました。

陳情に対する態度
共産 自民 公明　  都民

ファースト

立憲民主 みらい ネット 維新
賛成 反対 反対 反対

反対 反対 反対 反対

大阪市も 福岡市も京都市も 名古屋市も

子
が

住
み
続
け

ら
れ
る
よ
う

都
営
住
宅

池 川  友 一
いけがわ・ゆういち

都議会議員（町田市選出）


